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違反対象物の公表制度とは？違反対象物の公表制度とは？

飲食店、物品販売店、社会福祉施設、診療所、病院等の不特定多数の方や避難が

困難な方が利用する建物です。

建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を

名古屋市公式ウェブサイトで確認することができる制度です。

公表の対象となる建物

違反対象物の公表制度

名古屋市消防局

消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー

設備又は自動火災報知設備のいずれかが設置されていないものです。

名古屋市公式ウェブサイトに掲載します。
ウェブサイトは「名古屋市　違反対象物」で検索できます。

公表の対象となる違反

公表の方法

名古屋市　違反対象物 検索

スマートフォンからは、
こちらが便利です。

100 Yen Shop

飲 食 店 物品販売店 社会福祉施設

屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備



＋ 違反対象物

名古屋市公式ウェブサイト

【お問い合わせ先】

※令和元年8月　消防局予防部予防課

 東 消防署

 中 消防署

中川消防署

 緑 消防署

千種消防署

中村消防署

熱田消防署

守山消防署

☎764-0119

☎481-0119

☎671-0119

☎791-0119

☎935-0119

☎231-0119

☎363-0119

☎896-0119

 北 消防署

昭和消防署

 港 消防署

名東消防署

☎981-0119

☎841-0119

☎661-0119

☎703-0119

 西 消防署

瑞穂消防署

 南 消防署

天白消防署

☎521-0119

☎852-0119

☎825-0119

☎801-0119

防火対象物の名称

○○○○ビル

公表の対象となる違反

例：自動火災報知設備未設置

公表日

○年○月○日

防火対象物の所在地

名古屋市○○区○○

○丁目○番○号

公表する内容

公表までのながれ

建物関係者の方々へ

立
入
検
査
結
果
の
通
知

公
表
す
る
旨
を
通
知

立
入
検
査
の
実
施

公
表

立入検査結果の通知から14日を経過しても、

なお公表の対象となる違反が認められる場合

※公表は違反が是正されるまでの間、継続されます。

事務所ビル等に飲食店、物品販売店、

社会福祉施設等が入居する場合

増築や改築を行う場合 窓に看板等を設置する場合

100
ショップ

円

均
一

100円

100 Yen Shop

100
ショップ

円

均
一

100円

100 Yen Shop

建物に次のような変更があると消防法令違反となり、公表の対象となる場合がありま

すので、事前に管轄の消防署予防課までご相談ください。

事

務

所

事

務

所

空 室 飲 食 店

新規入居 増築改築 開口部の閉鎖

酒場○○

居
酒
屋


